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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体素子が形成された半導体基板の第１表面に、
　前記半導体素子と電気的に接続され、ＡｌもしくはＡｌ合金からなる第１のＡｌ金属層
、Ｃｕ拡散防止層、ＡｌもしくはＡｌ合金からなる第２のＡｌ金属層、および金属層がこ
の順に形成されている第１の半導体チップの電極構造体と、
　前記第１の半導体チップの電極構造体における前記金属層の表面に配置され、銅焼結層
を介して前記第１の半導体チップの電極構造体と接合された導電部材と、を備え、
　前記第２のＡｌ金属層は、
　表面のＡｌ結晶粒の結晶面方位が主に（１１０）面、かつ、平均結晶粒の大きさが、０
．５μｍ以上となるように形成されている
ことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記半導体基板の第２表面に、
　ＡｌもしくはＡｌ合金からなる第１のＡｌ金属層、Ｃｕ拡散防止層、ＡｌもしくはＡｌ
合金からなる第２のＡｌ金属層、および金属層がこの順に形成されている第２の半導体チ
ップの電極構造体と、
　第２の半導体チップの電極構造体における前記金属層の表面に配置され、銅焼結層を介
して前記第２の半導体チップの電極構造体と接合された導電部材と、をさらに備え、
　前記第２のＡｌ金属層は、
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　表面のＡｌ結晶粒の結晶面方位が主に（１１０）面、かつ、平均結晶粒の大きさが、０
．５μｍ以上となるように形成されている
ことを特徴とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　半導体基板に形成された複数の素子と当該素子に電気的に接続する接続電極パッドを備
え、
　前記接続電極パッドは、
　前記素子が形成された半導体基板の表面に、
　前記素子と電気的に接続され、ＡｌもしくはＡｌ合金からなる第１のＡｌ金属層、Ｃｕ
拡散防止層、ＡｌもしくはＡｌ合金からなる第２のＡｌ金属層、および金属層がこの順に
形成されている第１の半導体チップの電極構造体と、
　前記金属層の表面に配置され、銅焼結層を介して前記第１の半導体チップの電極構造体
と接合された導電部材と、を備え、
　前記第２のＡｌ金属層は、
　表面のＡｌ結晶粒の結晶面方位が主に（１１０）面、かつ、平均結晶粒の大きさが、０
．５μｍ以上となるように形成されている
ことを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　請求項１において、
　前記半導体素子が形成された前記半導体基板を用意する工程と、
　前記半導体基板の表面に前記第１のＡｌ金属層を形成する工程と、
　前記第１のＡｌ金属層の表面に、前記第１のＡｌ金属層の導電性を確保しつつ、前記銅
焼結層のＣｕ拡散を防止するＣｕ拡散防止層を形成する工程と、
　前記Ｃｕ拡散防止層の表面に、前記第１のＡｌ金属層と同一材料からなる前記第２のＡ
ｌ金属層を形成する工程と、
　前記第２のＡｌ金属層上に前記金属層を形成する工程と、
　前記半導体基板をチップ化することで、前記第１の半導体チップの電極構造体を形成す
る工程と、
　前記銅焼結層を介して、前記第１の半導体チップの電極構造体を互いに接合する工程と
、
　を有し、
　前記第２のＡｌ金属層を形成する工程では、前記第２のＡｌ金属層の平均結晶粒の大き
さが、０．５μｍ以上となる条件でスパッタリングを用いて形成されていることを特徴と
する半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　前記スパッタリングは、低温スパッタリング条件、かつ、２００℃以下の成膜条件であ
る
ことを特徴とする請求項４に記載の半導体方法。
【請求項６】
　一対の直流端子と、交流の相数と同数の交流端子と、前記一対の直流端子間に接続され
た、それぞれのスイッチング素子と逆極性のダイオードの並列回路を２個直列に接続した
構成からなり、前記並列回路の相互接続点が異なる交流端子に接続された交流の相数と同
数の電力変換単位とを備え、前記スイッチング素子が請求項１乃至請求項３のいずれか一
項に記載の半導体装置であることを特徴とする電力変換装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置、半導体装置の製造方法および電力変換装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　半導体装置は、システムＬＳＩ（Large Scale Integration）、電力変換装置、ハイブ
リッド自動車等の制御装置等、幅広い分野で使用されている。この半導体装置においては
、例えば電子部品の電極端子と回路基板上の回路パターンの電極端子との電気的接合には
鉛を含んだ「はんだ」や「はんだ合金」によるものが主流であった。
　地球環境保全の観点から鉛の使用が厳しく制限されており、鉛の使用を制限して鉛を含
まない材料で電極等の接合を行う開発が進められている。特に、「高温はんだ」に関して
はその代替となる有効な材料がまだ見出されていない。実装においては「鉛フリーの階層
はんだ」を用いることが必要不可欠なため、この「高温はんだ」に代わる材料の出現が望
まれている。
　このような背景から、「高温はんだ」に代わる材料として金属粒子と有機化合物の複合
材料を用いて電極を接合する接合材料が提案されている。
【０００３】
　特許文献１には、ＮｉまたはＣｕ電極に対して優れた接合強度が得られる接合技術とし
て、酸化第二銅（ＣｕＯ）粒子と有機物からなる還元剤を含む接合材料を用いて、還元雰
囲気下において接合を行う半導体装置が記載されている。特許文献１に記載の半導体装置
は、加熱還元時に１００ｎｍ以下の銅粒子を生成させ、銅粒子同士を焼結させて接合する
。特許文献１に記載の酸化第二銅（ＣｕＯ）粒子を用いた接合技術は、従来のナノ粒子接
合と比較してＮｉやＣｕに対する接合性を改善することができ、Ｎｉ電極またはＣｕ電極
用の接合材料として期待できる。例えば、電力変換装置のインバータに使用されるＩＧＢ
Ｔ（Insulated Gate Bipolar Transistor）やフリーホイールダイオード等のパワー半導
体チップのＮｉ電極に銅焼結層からなる接合層を介して電気的に接続端子に接続すること
が可能である。
【０００４】
　パワー半導体チップのＮｉ電極は、Ａｌ金属の表面上に、例えば、無電解メッキ法によ
りＮｉ層を成長させるＮｉ電極形成方法がある。
　特許文献２には、半田を介して導体部材が接合された構成の半導体装置が記載されてい
る。特許文献２に記載の半導体装置は、半導体基板の表面上にＡｌ電極が形成され、Ａｌ
電極は、第１のＡｌ金属層と、第２のＡｌ金属層とに分かれている。そして、第１のＡｌ
金属層と第２のＡｌ金属層との間に異種材質層が配置され、Ａｌ表面の結晶方位が主に(
１１１)面のとき、その上に形成するＮｉメッキ層は最も均質あるいは高密度になるとし
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－２４４２４２号公報
【特許文献２】特許４９７３０４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、本発明者らが検討したところ、特許文献２のＡｌ表面の結晶方位が主に
(１１１)面となる安定した成膜は困難であることが判明した。Ａｌ表面の結晶方位が主に
(１１１)面となる安定した成膜が得られないので、Ｎｉメッキ層の厚さや密度が不均質に
なり、ピンホール状のＮｉ膜欠損が発生する課題があった。
　また、半導体チップのＮｉ電極にピンホール状のＮｉ膜欠損があると、銅焼結層からな
る接合層を用いて、電気的に接続端子に接続した場合、接合層からパワー半導体チップに
銅が拡散し、素子リーク電流の増大、素子耐圧の劣化、素子の特性が変動してしまう課題
があった。
【０００７】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、成膜された電極膜の膜欠損を
低減できる半導体装置、半導体装置の製造方法および電力変換装置を提供することを目的
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とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明の半導体装置は、半導体素子が形成された半導体基
板の第１表面に、前記半導体素子と電気的に接続され、ＡｌもしくはＡｌ合金からなる第
１のＡｌ金属層、Ｃｕ拡散防止層、ＡｌもしくはＡｌ合金からなる第２のＡｌ金属層、お
よび金属層がこの順に形成されている第１の半導体チップの電極構造体と、前記第１の半
導体チップの電極構造体における前記金属層の表面に配置され、銅焼結層を介して前記第
１の半導体チップの電極構造体と接合された導電部材と、を備え、前記第２のＡｌ金属層
は、表面のＡｌ結晶粒の結晶面方位が主に（１１０）面、かつ、平均結晶粒の大きさが、
０．５μｍ以上となるように形成されていることを特徴とする。
　また、本発明の半導体装置の製造方法は、前記半導体素子が形成された前記半導体基板
を用意する工程と、前記半導体基板の表面に前記第１のＡｌ金属層を形成する工程と、前
記第１のＡｌ金属層の表面に、前記Ａｌ金属層の導電性を確保しつつ、前記銅焼結層のＣ
ｕ拡散を防止するＣｕ拡散防止層を形成する工程と、前記Ｃｕ拡散防止層の表面に、前記
第１のＡｌ金属層と同一材料からなる前記第２のＡｌ金属層)を形成する工程と、前記第
２のＡｌ金属層上に前記金属層を形成する工程と、前記半導体基板をチップ化することで
、前記第１の半導体チップの電極構造体を形成する工程と、前記銅焼結層を介して、前記
第１の半導体チップの電極構造体を互いに接合する工程と、を有することを特徴とする。
　また、本発明の電力変換装置は、前記半導体装置を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、成膜された電極膜の膜欠損を低減できる半導体装置、半導体装置の製
造方法および電力変換装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る半導体装置の断面図である。
【図２】上記第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法の各工程を示す図である。
【図３】上記第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法の各工程を示す図である。
【図４】上記第１の実施形態に係る半導体装置の電解メッキ時のジンケート処理による第
２のＡｌ金属層の平均結晶粒の大きさと削れ量との関係を示す特性図である。
【図５】本発明の第２の実施形態に係る半導体装置の断面図である。
【図６】本発明の第３の実施形態に係る半導体装置の構成図である。
【図７】図６のＡ－Ａ断面図である。
【図８】本発明の第４の実施形態に係る半導体装置の構成図である。
【図９】図８のＡ－Ａ断面図である。
【図１０】本発明の第５の実施形態に係る電力変換装置の回路図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。
（第１の実施形態）
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る半導体装置の断面図である。
　本実施形態の半導体装置は、パワー半導体チップのフリーホイールダイオードに適用し
た場合の断面構造を示す。なお、ｎ型Ｓｉ基板を用いたダイオードをもとに説明するが、
これに限定されるものではない。ｐ型Ｓｉ基板を用いた場合においても同様に、取り扱う
ことができる。また、縦方向に電流を流すＩＧＢＴの電極構造においても、同様に取り扱
うことができる。
【００１２】
　図１に示すように、半導体装置１００は、ｎ型Ｓｉからなる半導体基板１０８を備える
。半導体基板１０８は、表面から順にｐ型半導体層１０８ａ、ｎ－ドリフト層１０８ｂ、
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高濃度のｎ型不純物領域からなるｎ＋型半導体層１０８ｃを備え、半導体層からなる半導
体素子１５０を形成している。半導体基板１０８は、第１の半導体チップの電極構造体１
５１が形成される第１表面１０８ｄと、アノード電極１０９が形成される第２表面１０８
ｅと、を有する。
【００１３】
　半導体装置１００は、半導体素子１５０が形成された半導体基板１０８のｎ＋型半導体
層１０８ｃの第１表面１０８ｄに、この半導体素子１５０と電気的に接続され、Ａｌもし
くはＡｌ合金からなる第１のＡｌ金属層１０５、Ｃｕ拡散防止層１０７、ＡｌもしくはＡ
ｌ合金からなる第２のＡｌ金属層１０６、およびＮｉ層１０４（金属層）がこの順に形成
されている第１の半導体チップの電極構造体１５１と、Ｎｉ層１０４の表面１０４ａに配
置され、銅焼結層１０３を介して第１の半導体チップの電極構造体１５１と接合された導
電部材１０２と、を備える。
　特に、第２のＡｌ金属層１０６の表面１０６ａのＡｌ結晶粒の結晶面方位が主に（１１
０）面となっている。
　なお、第１の半導体チップは、半導体基板１０８と、第１の半導体チップの電極構造体
１５１と、を含んで構成されている。
【００１４】
　第１のＡｌ金属層１０５、Ｃｕ拡散防止層１０７、第２のＡｌ金属層１０６、およびＮ
ｉ層１０４は、この順に形成されて、半導体基板１０８の裏面側のカソード電極１１２を
構成する。カソード電極１１２は、銅焼結層１０３を用いてセラミックス絶縁基板１０１
上の導電部材１０２に接合されている。Ｎｉ層１０４は、例えば無電解Ｎｉメッキ層であ
る。Ｎｉ層１０４は、接続電極を形成する金属層であり、ＮｉのほかＣｕまたはＣｕ合金
でもよい。
　半導体基板１０８の第２表面１０８ｅ側のアノード電極１０９は、ＡｌもしくはＡｌ合
金からなる電極構造を有し、一部は、半導体基板１０８のｐ型半導体層１０８ａと接して
おり、他の一部は、絶縁酸化膜１１０と接している。また、絶縁酸化膜１１０上には、パ
ッシベーション膜１１１が形成されている。パッシベーション膜１１１は、例えばポリイ
ミドで構成されている。
【００１５】
　次に、本発明の第１実施形態の半導体装置１００の製造方法について説明する。
［半導体装置１００の製造方法］
　図２および図３は、半導体装置１００の製造方法の各工程を示す図である。
 <ダイオード（半導体素子１５０）作製工程>
　図２（ａ）は、本実施形態におけるアノードＰ型半導体領域形成後の断面図である。
　まず、ダイオードを作製するためのＳｉウエハ９０を準備する。Ｓｉウエハには、耐圧
に応じた比抵抗を有するウエハを用いることができる。例えば、１２００Ｖの耐圧をもつ
ダイオードでは５５Ωｃｍ程度、３．３ｋＶの耐圧をもつダイオードでは２５０Ωｃｍ程
度とすることができる。このとき、Ｓｉウエハ９０は、比抵抗が高くｎ－層の役割を果た
す。以降、ｐ型半導体層１０８ａが形成されたＳｉウエハ９０を、ｎ－ドリフト層１０８
ｂと呼ぶ。
【００１６】
　図示しない最初の工程で、Ｓｉ基板の表面全体に熱酸化により酸化膜を形成する。次に
、ｐ型半導体層１０８ａを設ける領域を形成するためのフォトリソグラフィ工程を行う。
このフォトリソグラフィ工程では、Ｓｉ基板の表面にレジスト材料を塗布、露光、現像す
ることで、ｐ型半導体層１０８ａ領域が開口したレジストを形成する。その後、ｐ型不純
物をイオン注入する。ｐ型不純物は例えば、ボロンが挙げられる。その後、レジストを除
去、不純物を活性化するためのアニールを施すことにより、図２（ａ）に示すように、ｐ
型半導体層１０８ａが形成される。
【００１７】
　図２（ｂ）は、本実施形態におけるコンタクト部形成後の断面図、図２（ｃ）は、アノ
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ード電極形成後の断面図である。
　次に、Ｓｉ基板に熱酸化による酸化膜形成、および化学気相成長（ＣＶＤ：Chemical V
apor Deposition）法により、絶縁酸化膜１１０を堆積し、ｐ型半導体層１０８ａとアノ
ード電極１０９（図２（ｃ）参照）を接続するコンタクト部を形成するためのフォトリソ
グラフィ工程を行う。レジスト材料を塗布、露光、現像して、形成されたレジストをマス
クに、絶縁酸化膜１１０をエッチングすることにより、図２（ｂ）に示すように、ｐ型半
導体層１０８ａとアノード電極を接続するコンタクト部が形成される。続いて、Ａｌもし
くはＡｌ合金からなるアノード電極１０９をスパッタリング法により成膜し、フォトリソ
グラフィ工程によりレジストをパターニングし、エッチングすることにより、図２（ｃ）
に示すように、アノード電極１０９が形成される。
【００１８】
　次に、表面保護膜１１１（図３参照）を形成する。保護膜の形成法としては、例えば、
ポリイミドの前駆体材料と感光材料とを含有する溶液を塗布し、ターミネーション領域を
露光して前駆体をポリイミド化することで、保護膜を形成することができる。
【００１９】
　次に裏面カソード側製造工程について説明する。
 <裏面カソード側製造工程>
　図３（ａ）は、本実施形態における表面保護膜形成後の断面図である。
　まず、ｎ－ドリフト層１０８ｂの裏面を研削し、ウエハ厚を薄くする。ウエハ厚は、耐
圧に応じて異なり、例えば、１２００Ｖ耐圧品では１２０μｍ程度、３３００Ｖ耐圧品で
は４００μｍ程度である。
　その後、ｎ－ドリフト層１０８ｂの裏面側からウエハ全面に、ｎ型不純物のイオン注入
を行う。ｎ型不純物は、例えばリン、ヒ素等が挙げられる。
　続いて、イオン注入したｎ型不純物を活性化させるためにレーザアニールを行い、図３
（ａ）に示すｎ＋型半導体層１０８ｃが形成される
【００２０】
 <裏面カソード電極１１２の製造工程>
　次に、裏面のカソード電極１１２の製造方法について説明する。
　図３（ｂ）は、本実施形態におけるｎ＋型半導体層１０８ｃ形成後の断面図である。
　図３（ｃ）に示すように、スパッタリングにより裏面電極の第１のＡｌ金属層１０５を
例えばＡｌＳｉ合金が０．６μｍ、Ｃｕ拡散防止層１０７を例えばＴｉが０．２μｍ、第
２のＡｌ金属層１０６を例えばＡｌＳｉ合金が２μｍを順に成膜する。このとき、第２の
Ａｌ金属層１０６は、Ａｌ結晶粒の結晶面方位が、主に（１１０）面、ＡｌＳｉの平均結
晶粒の大きさが、０．５μｍ以上となる条件でスパッタリングを行うことにより、図３（
ｃ）に示すように、第１のＡｌ金属層１０５、Ｃｕ拡散防止層１０７および第２のＡｌ金
属層１０６が形成される。ＡｌＳｉの平均結晶粒の大きさが０．５μｍ以上であることつ
いては後記する。
　Ａｌ金属層１０５、Ｃｕ拡散防止層１０７および第２のＡｌ金属層１０６スパッタリン
グは、低温スパッタリング条件で平均結晶粒をウエハ面内で均一にすることが可能であり
、好ましくは２００℃以下の成膜条件がよい。
【００２１】
 <Ｎｉ層１０４の形成工程>
　図３（ｃ）は、本実施形態における第２のＡｌ金属層１０６形成後の断面図である。
　図１に示すように、Ｎｉ層１０４を無電解メッキ法により形成する。
　ここで、無電解メッキ時のジンケート処理は、第２のＡｌ金属層１０６をエッチングす
る必要がある。本発明者らは、電解メッキ時のジンケート処理に関して、ＡｌＳｉの平均
結晶粒の大きさが０．５μｍ以上であることが好ましい知見を得た。
【００２２】
　図４は、電解メッキ時のジンケート処理による第２のＡｌ金属層１０６の平均結晶粒の
大きさと削れ量との関係を示す特性図である。
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　図４に示すように、第２のＡｌ金属層１０６は、主に（１１０）面において、ＡｌＳｉ
の平均結晶粒の大きさが、０．５μｍ以上になると、ピンホール発生が大幅に減少する。
ＡｌＳｉの平均結晶粒の大きさが、０．５μｍ以上となる条件でスパッタリングを行うこ
とにより、無電解メッキ時のジンケート処理によるＡｌＳｉ電極の局所的な削れが抑制さ
れ、均一なＮｉ膜の成長が促進され、Ｎｉ電極膜のピンホール欠損が低減できる。因みに
、１．５μｍ以上になると削れ量がほぼ一定になる。
　また、裏面のカソード電極１１２内にＴｉからなるＣｕ拡散防止層１０７を設けること
で、銅焼結層１０３からなる接合層を用いて、電気的に接続端子に接続した場合に、この
接合層から第１の半導体チップに銅が拡散することを防止し、長期接合信頼性が向上され
る。
【００２３】
　なお、本実施例では、Ｃｕ拡散防止層１０７にＴｉを用いたが、例えば、導電性を確保
したままでＣｕ拡散防止層が形成可能なＴｉＮ、ＴｉＷ、Ｗ等の材料が同様に使用可能で
ある。
【００２４】
 <半導体装置１００の形成>
　次に、これまで説明した工程で形成されたウエハをダイシングによってチップ化する。
　チップ化した後、導電部材１０２（例えばＣｕ）で配線層が形成されたセラミックス絶
縁基板１０１と、酸化第二銅（ＣｕＯ）粒子を用いた接合剤を用意し、還元雰囲気下、多
段階加熱と加圧を加えて導電部材１０２とチップ裏面のカソード電極１１２を接合し、図
１に示す銅焼結層１０３で接合された半導体装置１００が形成される。
　以上の工程によって、図１に示した半導体装置１００が得られる。
【００２５】
　以上説明したように、本実施形態に係る半導体装置１００は、半導体素子１５０が形成
された半導体基板１０８のｎ＋型半導体層１０８ｃの表面に、この半導体素子１５０と電
気的に接続され、ＡｌもしくはＡｌ合金からなる第１のＡｌ金属層１０５、Ｃｕ拡散防止
層１０７、ＡｌもしくはＡｌ合金からなる第２のＡｌ金属層１０６、およびＮｉ層１０４
)がこの順に形成されている第１の半導体チップの電極構造体１５１と、Ｎｉ層１０４の
表面に配置され、銅焼結層１０３を介して第１の半導体チップの電極構造体１５１と接合
された導電部材１０２と、を備え、第２のＡｌ金属層１０６の表面１０６ａでのＡｌ結晶
粒の結晶面方位が主に（１１０）面となっている。
【００２６】
　上述したように、第２のＡｌ金属層１０６が主に（１１０）面において、ＡｌＳｉの平
均結晶粒の大きさが、０．５μｍ以上となる条件でスパッタリングを行う。これにより、
無電解メッキ時のジンケート処理によるＡｌＳｉ電極の局所的な削れが抑制され、均一な
Ｎｉ膜の成長が促進され、Ｎｉ電極膜のピンホール欠損が低減できる。したがって、Ａｌ
電極の表面上に、無電界メッキ法により成膜されたＮｉ電極膜の膜欠損が低減できる。
　また、従来技術ではＡｌ表面の結晶方位が主に(１１１)面となる安定した成膜は困難で
ある。これに対して、本実施形態では、第２のＡｌ金属層１０６の表面１０６ａでのＡｌ
結晶粒の結晶面方位が主に（１１０）面となっている。結晶面方位が主に（１１０）面を
用いることができるので、安定した成膜を容易に作製することができる。
【００２７】
　本実施形態では、半導体チップ１５１の電極内にＣｕ拡散防止層１０７を設けることで
、銅焼結層１０３からなる接合層から第１の半導体チップに銅が拡散することを防止し、
長期接合信頼性が向上された半導体装置１００を実現することができる。
【００２８】
（第２の実施形態）
　図５は、本発明の第２の実施形態に係る半導体装置２００の断面図である。図１と同一
構成部分には同一符号を付して重複箇所の説明を省略する。本実施形態の半導体装置２０
０は、パワー半導体チップのフリーホイールダイオードに適用した場合の例である。本実
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施形態の半導体装置２００は、縦方向に電流を流すＩＧＢＴの電極構造においても、同様
に取り扱うことができる。
【００２９】
　図５に示すように、半導体装置２００は、半導体素子１５０が形成された半導体基板１
０８の第２表面１０８ｅに、ＡｌもしくはＡｌ合金からなる第１のＡｌ金属層１０５、Ｃ
ｕ拡散防止層１０７、ＡｌもしくはＡｌ合金からなる第２のＡｌ金属層１０６、およびＮ
ｉ層１０４がこの順に形成されている第２の半導体チップの電極構造体１５２と、第２の
半導体チップの電極構造体１５２のＮｉ層１０４の表面１０４ａに配置され、銅焼結層１
０３を介して第２の半導体チップの電極構造体１５２と接合された導電部材１０２と、を
さらに備え、第２のＡｌ金属層１０６の表面１０６ａでのＡｌ結晶粒の結晶面方位が主に
（１１０）面となっている。
　なお、第２の半導体チップは、半導体基板１０８と、第２の半導体チップの電極構造体
１５２と、を含んで構成されている。
　半導体基板１０８の第２表面１０８ｅ上の第１のＡｌ金属層１０５、Ｃｕ拡散防止層１
０７、第２のＡｌ金属層１０６、およびＮｉ層１０４は、この順に形成されて、半導体基
板１０８の表面側のカソード電極１１３を構成する。Ｎｉ層１０４は、銅焼結層１０３を
用いて導電部材１０２に接合されている。
【００３０】
　このように、本実施形態の半導体装置２００は、第１の半導体チップの電極構造体１５
１と第２の半導体チップの電極構造体１５２が、半導体基板１０８の両面に形成され、導
電部材１０２は銅焼結層１０３を介して第１の半導体チップの電極構造体１５１および第
２の半導体チップの電極構造体１５２に接合されている。
【００３１】
　本実施形態によれば、第１の実施形態の効果に加えて、半導体基板１０８の両面に同様
な電極構成体を設け、ウエハ表裏対象性のよい電極膜を形成しているので、電極膜の応力
によるウエハ反りを低減でき、製造性を向上させることができる。
　本実施形態の半導体装置２００をパワー半導体モジュールに適用した場合、半導体基板
１０８の両面に同様な電極構成体を設け、ウエハ表裏対象性のよい電極膜を形成している
ので、高温環境で顕著になる各部材の熱膨張差に起因する熱応力を小さくすることができ
る。理想的には銅焼結層１０３の熱膨張係数を導電部材１０２のそれに一致させることで
、銅焼結層１０３に生じる熱応力が最小になり、長期信頼性が向上する。
【００３２】
（第３の実施形態）
　図６および図７は、本発明の第３の実施形態に係る半導体装置３００の構成図であり、
図６は半導体ＬＳＩチップ２０１の上面図、図７は半導体ＬＳＩチップ２０１を実装した
場合における図６のＡ－Ａ断面図である。図１と同一構成部分には同一符号を付して重複
箇所の説明を省略する。
　図６に示すように、半導体装置３００は、半導体ＬＳＩチップ２０１上に、トランジス
タ、ダイオード、抵抗素子等複数の半導体素子が形成され、それらを制御する入出力電極
ＰＡＤ２０２が配置されている。
【００３３】
　図７に示すように、半導体装置３００は、半導体ＬＳＩチップ２０１の半導体基板２０
８（図７参照）と、半導体ＬＳＩチップ２０１の複数電極と多層配線２０３を介して接続
された複数の入出力電極ＰＡＤ２０２と、を備える。
　半導体ＬＳＩチップ２０１は、半導体基板２０８上に、トランジスタ、ダイオード、抵
抗素子等の複数の半導体素子（図示省略）が形成されている。各半導体素子の電極等の配
線は、絶縁酸化膜１１０内に形成された多層配線２０３を介して電気的に入出力電極ＰＡ
Ｄ２０２に接続される。半導体ＬＳＩチップ２０１の各半導体素子は、多層配線２０３お
よび入出力電極ＰＡＤ２０２を通して導電部材１０２に接続される。
【００３４】
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　入出力電極ＰＡＤ２０２は、図１の半導体装置１００の第１の半導体チップの電極構造
体１５１と同様な構成を採る。すなわち、図７に示すように、入出力電極ＰＡＤ２０２は
、絶縁酸化膜１１０上に露出した多層配線２０３の端面に、この多層配線２０３と電気的
に接続され、ＡｌもしくはＡｌ合金からなる第１のＡｌ金属層１０５、Ｃｕ拡散防止層１
０７、ＡｌもしくはＡｌ合金からなる第２のＡｌ金属層１０６、およびＮｉ層１０４がこ
の順に形成されている半導体チップにより構成される。Ａｌ金属層１０６の表面１０６ａ
のＡｌ結晶粒の結晶面方位が主に（１１０）面となっている。入出力電極ＰＡＤ２０２を
構成する半導体チップのＮｉ層１０４は、銅焼結層１０３を用いて基板２０４上の導電部
材１０２に接合されている。
【００３５】
　本実施形態の半導体装置３００は、半導体ＬＳＩチップ２０１と入出力電極ＰＡＤ２０
２の接合において、半田を用いないので鉛フリーであり、環境に良い効果がある。また、
高温環境で顕著になる各部材の熱膨張差に起因する熱応力を小さくすることができるので
、高温環境の場所に搭載できる半導体装置３００を実現することができる。
【００３６】
（第４の実施形態）
　図８および図９は、本発明の第４の実施形態に係る半導体装置４００の構成図であり、
図８は半導体ＬＳＩチップ２０５，２０６の上面図、図９は半導体ＬＳＩチップ２０５，
２０６を実装した場合における図８のＢ－Ｂ断面図である。図６および図７と同一構成部
分には同一符号を付して重複箇所の説明を省略する。
　図８に示すように、半導体装置４００は、第１の半導体ＬＳＩチップ２０５と第２の半
導体ＬＳＩチップ２０６とを積層構造にした構成を採る。
　図９に示すように、半導体装置３００は、第１の半導体ＬＳＩチップ２０５と、第２の
半導体ＬＳＩチップ２０６と、半導体ＬＳＩチップ２０５の複数電極と多層配線２０３を
介して接続された複数の入出力電極ＰＡＤ２０２と、第１の半導体ＬＳＩチップ２０５と
第２の半導体ＬＳＩチップ２０６とを電気的に接続するチップ間接続電極ＰＡＤ２０７と
、を備える。
【００３７】
　第１の半導体ＬＳＩチップ２０５および第２の半導体ＬＳＩチップ２０６上（その基板
上）には、それぞれトランジスタ、ダイオード、抵抗素子等の複数の半導体素子（図示省
略）が形成されている。
　第１の半導体ＬＳＩチップ２０５と第２の半導体ＬＳＩチップ２０６を電気的に接続す
るチップ間接続電極ＰＡＤ２０７が配置され、第１の半導体ＬＳＩチップ２０５および第
２の半導体ＬＳＩチップ２０６の半導体ＬＳＩチップを制御する入出力電極ＰＡＤ２０２
が配置されている。
【００３８】
　チップ間接続電極ＰＡＤ２０７は、前記の図６および図７の半導体装置３００の入出力
電極ＰＡＤ２０２と同様な構成を採る。すなわち、チップ間接続電極ＰＡＤ２０７は、絶
縁酸化膜１１０上に露出した多層配線２０３の端面に、この多層配線２０３と電気的に接
続され、ＡｌもしくはＡｌ合金からなる第１のＡｌ金属層１０５、Ｃｕ拡散防止層１０７
、ＡｌもしくはＡｌ合金からなる第２のＡｌ金属層１０６、およびＮｉ層１０４がこの順
に形成されている半導体チップにより構成される。Ａｌ金属層１０６の表面１０６ａのＡ
ｌ結晶粒の結晶面方位が主に（１１０）面となっている。一方のチップ間接続電極ＰＡＤ
２０７を構成する半導体チップのＮｉ層１０４には、銅焼結層１０３が形成され、銅焼結
層１０３を用いて第１の半導体ＬＳＩチップ２０５と第２の半導体ＬＳＩチップ２０６と
が接合されている。
【００３９】
　本実施形態の半導体装置４００は、さらにチップ間接続電極ＰＡＤ２０７の接合におい
て、半田を用いないので鉛フリーであり、環境に良い効果がある。また、高温環境で顕著
になる各部材の熱膨張差に起因する熱応力を小さくすることができるので、高温環境の場
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所に搭載できる半導体装置４００を実現することができる。
　また、本実施形態では、複数の半導体チップを積層することが可能であり、パッケージ
の小型化が可能である。
【００４０】
（第５の実施形態）
　本発明の半導体装置を電力変換装置に適用した第３の実施形態について説明する。
　図１０は、第１の実施形態に係る半導体装置１００を採用した電力変換装置５００を示
す回路図である。図１０は、本実施形態の電力変換装置５００の回路構成の一例と直流電
源と三相交流モータ（交流負荷）との接続の関係を示す。
　本実施形態の電力変換装置５００では、第１の実施形態の半導体装置１００を電力スイ
ッチング素子５０１～５０６として用いている。電力スイッチング素子５０１～５０６は
、例えばＩＧＢＴである。
【００４１】
　図１０に示すように、第５の実施形態の電力変換装置５００は、一対の直流端子である
Ｐ端子５３１、Ｎ端子５３２と、交流出力の相数と同数の交流端子であるＵ端子５３３、
Ｖ端子５３４、Ｗ端子５３５とを備えている。
　また、一対の電力スイッチング素子５０１および５０２の直列接続からなり、その直列
接続点に接続されるＵ端子５３３を出力とするスイッチングレッグを備える。また、それ
と同じ構成の電力スイッチング素子５０３および５０４の直列接続からなり、その直列接
続点に接続されるＶ端子５３４を出力とするスイッチングレッグを備える。また、それと
同じ構成の電力スイッチング素子５０５および５０６の直列接続からなり、その直列接続
点に接続されるＷ端子５３５を出力とするスイッチングレッグを備える。
　電力スイッチング素子５０１～５０６は、例えばＩＧＢＴである。
【００４２】
　電力スイッチング素子５０１～５０６からなる３相分のスイッチングレッグは、Ｐ端子
５３１、Ｎ端子５３２の直流端子間に接続されて、図示しない直流電源から直流電力が供
給される。電力変換装置５００の３相の交流端子であるＵ端子５３３、Ｖ端子５３４、Ｗ
端子５３５は図示しない三相交流モータに三相交流電源として接続されている。
　電力スイッチング素子５０１～５０６には、それぞれ逆並列にダイオード５２１～５２
６が接続されている。ＩＧＢＴからなる電力スイッチング素子５０１～５０６のそれぞれ
のゲートの入力端子には、ゲート回路５１１～５１６によって制御される。なお、ゲート
回路５１１～５１６は統括制御回路（不図示）によって統括的に制御されている。
　ゲート回路５１１～５１６によって、それぞれ電力スイッチング素子５０１～５０６を
統括的に適切に制御して、直流電源Ｖｃｃの直流電力は、三相交流電力に変換され、Ｕ端
子５３３、Ｖ端子５３４、Ｗ端子５３５から出力される。
【００４３】
　上記各実施形態に係る半導体装置を電力変換装置５００に適用することで、電力変換装
置５００の長期信頼性が向上する。また、半田を用いないので鉛フリーであり、環境に良
い効果がある。また、高温環境の場所に搭載でき、かつ専用の冷却器を持たなくても長期
的な信頼性を確保することが可能になる。
　本発明は、電子部品中の電気的接合部（例えば、半導体素子と回路部材との接合部）の
接合層に関し、特に、酸化銅粒子を主材とする接合材を用いて接合した接合層を有する半
導体装置に適用して好適である。
【００４４】
　なお、本実施形態では、本発明の半導体装置の電力変換装置への適用例として、インバ
ータ装置の場合について説明したが、これに限定されるものではなく、直流－直流コンバ
ータや、交流－直流コンバータなど、他の電力変換装置に適用することもできる。
【００４５】
（その他の実施形態）
　以上、各実施形態について図面を参照して詳述したが、本発明はこれら実施形態に限定
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されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の工程、製造、設計変更等があって
もよく、以下にその例を挙げる。
　例えば、半導体素子の第１導電型をｎ型とし、第２導電型をｐ型とする構成のほか、第
１導電型をｐ型とし、第２導電型をｎ型としても同様に成り立つ。
【００４６】
　また、本発明は、パワー半導体チップのフリーホイールダイオードやＩＧＢＴに限らず
、Ａｌ金属層１０６の表面でのＡｌ結晶粒の結晶面方位が主に（１１０）面となっている
半導体装置であればどのような半導体装置にも適用することができる。
【００４７】
　また、ある実施形態の構成の一部を他の実施形態の構成に置き換えることが可能であり
、また、ある実施形態の構成に他の実施形態の構成を加えることも可能である。
【００４８】
　また、各実施形態の構成の一部について、他の構成の追加・削除・置換をすることが可
能である。また、電気配線は説明上必要と考えられるものを示しており、製品上、必ずし
も全ての電気配線を示しているとは限らない。
【符号の説明】
【００４９】
　９０　Ｓｉウエハ
　９１　アノードＰ型半導体層
　９２　カソードｎ＋層
　１００，２００，３００，４００　半導体装置
　１０１　セラミック基板
　１０２　導電部材
　１０３　銅焼結層
　１０４　Ｎｉ層（金属層）
　１０４ａ　Ｎｉ層の表面
　１０５　第１のＡｌ金属層
　１０６　第２のＡｌ金属層
　１０６ａ　第２のＡｌ金属層の表面
　１０７　Ｃｕ拡散防止層
　１０８　半導体基板
　１０８ａ　ｐ型半導体層
　１０８ｂ　ｎ－ドリフト層
　１０８ｃ　ｎ＋型半導体層
　１０８ｄ　半導体基板の第１表面
　１０８ｅ　半導体基板の第２表面
　１０９アノード電極
　１１０絶縁酸化膜
　１１１　パッシベーション膜
　１１２　カソード電極
　１１３，１１９，４０３　　絶縁膜
　１５０　半導体素子
　１５１　第１の半導体チップの電極構造体
　１５２　第２の半導体チップの電極構造体
　２０１　半導体ＬＳＩチップ
　２０２　入出力電極ＰＡＤ
　２０３　多層配線
　２０４　基板
　２０５　第１の半導体ＬＳＩチップ
　２０６　第２の半導体ＬＳＩチップ
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　２０７　チップ間接続電極ＰＡＤ
　５００　電力変換装置
　５０１～５０６　電力スイッチング素子
　５２１～５２６　ダイオード
　５１１～５１６　ゲート回路

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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